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認知症対応型共同生活介護

令和３年度
地域密着型サービス事業所集団指導

サービス別資料

1

沖縄市健康福祉部介護保険課 管理係

2

本資料では、令和3年度報酬改定の要点を

ご説明しております。各項目の詳細につき
ましては、条例や告示、その他国の通知等
をご確認くださいますようお願いします。
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令和３年度介護報酬改定の要点

１．人員基準

２．設備基準

３．運営基準

４．報酬関係

3

１．人員基準

①認知症グループホームの夜勤職員体制
の見直し

②管理者交代時の研修の修了猶予措置

③計画作成担当者の配置基準の緩和

4
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①認知症グループホームの夜勤職員体制の見
直し

5

社保審資料Ｐ125
赤本Ｐ658～

１ユニットごとに夜勤１人以上の配置とされている夜間・深夜時間帯の
職員体制について、１ユニットごとに１人夜勤の原則は維持した上で、
利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、３ユニットの場合に
一定の要件を満たした上で、例外的に夜勤２人以上の配置に緩和で
きることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。

6

旧 新

1ユニット 1人夜勤 1人夜勤

2ユニット 2人夜勤 2人夜勤

3ユニット

3人夜勤

ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を
図る観点から、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状
況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策（マニュアルの策定、
訓練の実施）をとっていることを要件に、例外的に夜勤２人以上の配置に緩和
できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択（※）することを可能とする。
※【夜勤職員を２人（以上３人未満）に緩和する場合】
要介護度に関わらず、「２ユニット以上」の単位数から－50単位

－50
単位
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②管理者交代時の研修の修了猶予措置

管理者（沖縄市基準条例第111条第3項）

共同生活住居の管理者は、適切な指定認知症対応型共同生活
介護を提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老
人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護
医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又
は訪問介護員等として、3年以上認知症である者の介護に従事し
た経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修
（※）を修了しているものでなければならない。

（※）認知症対応型サービス事業管理者研修
7

社保審資料Ｐ126
赤本Ｐ662～

Ｐ608～

基準解釈通知（改定）
（追加）

ただし、管理者の変更の届出を行う場合については、管理者
交代時の都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、新
たに管理者を配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道
府県に研修の申込を行い、当該管理者が研修を修了するこ
とが確実に見込まれる場合は当該管理者が研修を修了して
いない場合であっても差し支えない。

8

交代

見込あり
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③計画作成担当者の配置基準の緩和

旧 新

配置人数 ユニットごとに１人以上 事業所ごとに１人以上

人員要件
介護支援専門員

かつ
認知症介護実践者研修修了者

その他の要件

２ユニット以上の場合、２人の計画作
成担当者が必要となるが、いずれか１
人が介護支援専門員の資格を有して
いれば足りる。

（２人とも研修修了者であることは必
要）

２人以上の計画作成担当者を配置する
場合、いずれか１人が介護支援専門員
の資格を有していれば足りる。
（全員が研修修了者であることは必要）

9

社保審資料Ｐ134
赤本Ｐ658～

人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置につ
いて、ユニットごとに１名以上の配置から、事業所ごとに１名以上の配置に緩和する。

従業者の員数（沖縄市基準条例第110条第5項）

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同
生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用
に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対
応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるも
のを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。
ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型
共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるもの
とする。

10

ユニットごと 事業所ごと
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.4)

○計画作成担当者の配置 問24

11

Ｑ＆Ａ

２．設備基準

①ユニット数の弾力化

②サテライト型事業所の基準の創設

12
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①ユニット数の弾力化

改定前 改定後

ユニットの数を１又は２とする。

ただし、用地の確保が困難であることその他地域の
実情により事業所の効率的運営に必要と認められる
場合は、共同生活住居の数を３とすることができる。

共同生活住居（ユニット）の数を１以上３以下とする。

13

社保審資料Ｐ59～
赤本Ｐ664～

②サテライト型事業所の基準の創設

14

社保審資料より抜粋

社保審資料Ｐ60
赤本Ｐ661～
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15

20分
以内

20分
以内

サテライト
サテライト

本体事業所

16

社保審資料より抜粋
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.4)

○サテライト事業所 問20～問22・問28

17

Ｑ＆Ａ

３．運営基準

①外部評価に係る運営推進会議の活用

18

社保審資料Ｐ133
赤本Ｐ492～，694～
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①外部評価に係る運営推進会議の活用

「第三者による外部評価」について、業務効率化の観点から、既存の
外部評価は維持した上で、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自
らその提供するサービスの質の評価（自己評価）を行い、これを市町
村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出
席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを
制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価
のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。

19

運営推進会議 第三者による
外部評価

※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.4)

○運営推進会議を活用した評価 問25～問27

20

Ｑ＆Ａ
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４．報酬関係

①認知症専門ケア加算の見直し
②認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実

③認知症グループホームにおける医療ニーズへの対応
強化
④緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実
⑤生活機能向上連携加算の見直し
⑥認知症グループホームにおける栄養改善の推進
⑦口腔機能向上の取組の充実

21

①認知症専門ケア加算の見直し

22

青本Ｐ714
社保審資料Ｐ9

認知症加算の専門研修（※1）

・ 認知症介護指導者養成研修

・ 認知症介護実践リーダー研修

・ 認知症介護実践者研修

認知症専門ケア加算（Ⅰ）の専門研修

・ 認知症介護実践リーダー研修

認知症専門ケア加算（Ⅱ）の専門研修

・ 認知症介護指導者養成研修

専門性の高い看護師（※２）

・ 日本看護協会認定看護師教育課程
「認知症看護」の研修

・ 日本看護協会が認定している看護系
大学院の「老人看護」及び「精神看護」の
専門看護師教育課程

・ 日本精神科看護協会が認定している
「精神科認定看護師」

認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について認知症ケアに関
する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える。

追加
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.4)

○認知症専門ケア加算 問29・問38

23

Ｑ＆Ａ

②認知症グループホームにおける看取りへ
の対応の充実

看取り介護加算（短期利用を除く）
（1）従来の死亡日以前30日前からの算定に加えて、それ以前の一定
期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。

（2）要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロ
セスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。

24

青本Ｐ708
社保審資料Ｐ19
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「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す
るガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197665.html

25

③認知症グループホームにおける医療ニー
ズへの対応強化

医療連携体制加算（Ⅱ）及び（Ⅲ）の医療的ケアが必
要な者の受入実績要件（前12月間において喀痰吸引
又は経腸栄養が行われている者が１人以上）につい
て、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、医療ニーズへの対
応状況や内容、負担を踏まえ、他の医療的ケアを追
加する見直しを行う。

26

青本Ｐ712～
社保審資料Ｐ28
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27

社保審資料より抜粋

追加

④緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実

緊急時短期利用の見直し

28

旧（ユニットの定員の合計数を超える場合） 新（ユニットごとに定員を超える場合）

要件

・利用者の状況や利用者家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊
急に必要と認めた場合であること。
・居宅サービス計画に位置づけられていないこと。
・人員基準違反でないこと。
・当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないこと。（※１）
・事業を行う者が３年以上介護サービス運営している経験があること。
・十分な知識を有する従業者が確保されていること。（※２）

部屋
個室（面積の最低基準は示していないが、処
遇上十分な広さを有していること）

（追加）個室以外も可（おおむね7.43㎡/人でプラ

イバシーの確保に配慮した個室的なしつらえ）
（※３）

日数 ７日以内
７日以内（利用者家族の疾病等やむを得ない事
情がある場合には14日以内）

人数 １事業所１名まで １ユニット１名まで

青本Ｐ703
社保審資料Ｐ41
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（※1）

短期利用の利用者も含めて、当該利用者の利用期間を通じて人員基
準を満たしている場合

（※2）

認知症介護実務者研修のうち「専門課程」、認知症介護実践研修のう
ち「実践リーダー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」又は
認知症介護指導者養成研修の修了者

（※３）

可動でないもので隔てることまでを要するものではないが、家具や
カーテン、簡易パネルによる仕切りでは不可とする。天井から隙間が
空いていることは認める。

29

⑤生活機能向上連携加算の見直し

30

生活機能向
上連携加算

旧

新

加算Ⅰ

加算Ⅱ

青本Ｐ716～
社保審資料Ｐ79・80

200単位/月

100単位/月

200単位/月

併
算
定
不
可

ＩＣＴの活用等により、外部のリハビリテー
ション専門職等が当該サービス事業所を訪
問せずに、利用者の状態を適切に把握し助
言した場合について評価する区分を新たに
設ける（※3月に1回を限度）。
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⑥口腔機能向上の取組の充実

31

栄養スクリー
ニング加算

旧 新

口腔・栄養スク
リーニング加算

20単位/回

青本Ｐ720～
社保審資料Ｐ89
資料３Ｐ46～

5単位/回

介護職員等が実施可能な口腔スクリーニ
ングを評価する加算を創設し、栄養スク
リーニング加算による取組・評価と一体的
に行う。

6月に1回が限度

32

＜算定要件＞

指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、

利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態

及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当

する介護支援専門員に提供していること。
※当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合

算定不可
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（vol.3)

○口腔・栄養スクリーニング加算 問20

33

Ｑ＆Ａ

⑦認知症グループホームにおける栄養改善の推進

34

旧 新

栄養管理
体制加算

30単位/月

青本Ｐ718～
社保審資料Ｐ91

なし

栄養改善の取組を進める観点から、管理栄養士
が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する
助言や指導を行う体制づくりを進めることを評価す
る加算を創設
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※参考

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（vol.3)

○栄養管理体制加算 問15

35

Ｑ＆Ａ


